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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第39期

第３四半期
累計期間

第40期
第３四半期
累計期間

第39期

会計期間

自 平成25年
　４月１日
至 平成25年
　 12月31日

自 平成26年
　４月１日
至 平成26年
　 12月31日

自 平成25年
　４月１日
至 平成26年
　 ３月31日

売上高 （千円） 4,295,546 4,167,563 5,803,054

経常利益 (千円) 249,018 319,722 314,392

四半期（当期）純利益 （千円） 163,126 203,014 193,036

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 831,413 831,413 831,413

発行済株式総数 （株） 4,558,860 4,558,860 4,558,860

純資産額 （千円） 3,054,274 3,254,581 3,073,279

総資産額 （千円） 6,116,290 6,196,219 6,088,056

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 36.65 45.61 43.37

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 7.50

自己資本比率 （％） 49.9 52.5 50.5

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 142,343 107,714 389,687

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △25,058 △11,076 △46,626

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 21,895 30,779 △175,521

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 794,723 950,516 823,079

 

回次
第39期

第３四半期
会計期間

第40期
第３四半期
会計期間

会計期間

自 平成25年
 　10月１日
至 平成25年
 　12月31日

自 平成26年
 　10月１日
至 平成26年
 　12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 16.65 21.74

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４. 四半期財務諸表等規則第４条の２第３項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。
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２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　 文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

(1)業績の状況

 当第３四半期累計期間における国内経済は、金融緩和等の経済政策効果による企業収益の増加及び雇用の拡大

等回復基調にありましたが、平成26年４月の消費税率引き上げに伴う買い控え等の影響により景気減速の様相を

示しはじめてまいりました。平成26年11月には、消費税率10％への引き上げ延期等の対策が決定されましたが、

欧州や新興国経済の財政懸念問題の影響もあり、今後のデフレ脱却等による景気回復につきましては、依然、不

透明な状況にあります。

　臨床検査薬業界におきましては、平成26年11月25日に改正薬事法（「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律」）が施行され、これまで以上に、医薬品・医療機器の品質、有効性、安全性の確

保にかかる国や都道府県、製造販売業者、医療関係者の責務が明確化されました。

　市場におきましては、診療報酬改定等の医療費政策の実施や価格競争等、厳しい状況は継続しておりますが、

当社では、収益確保に向けた対策を継続してまいりました。

 このような環境の下、当第３四半期累計期間の売上高につきましては、41億６千７百万円（前年同期比３．

０％減）となりました。

 検査分野別で見ると、生化学分野におきましては、腎機能検査薬や肝機能検査薬が堅調に推移したことにより

13億１千５百万円(前年同期比０．６％減）となりました。

 免疫分野におきましては、輸血検査薬が堅調に推移する一方、アレルギー診断薬が価格競争及び季節変動等の

影響により25億１千２百万円（前年同期比６．２％減）となりました。

 また、その他の分野におきましては、遺伝子関連項目が堅調に推移したことにより３億３千９百万円（前年同

期比１５．７％増）となりました。

 この結果、営業利益につきましては、３億１千４百万円（前年同期比２３．７％増）、経常利益につきまして

は、３億１千９百万円（前年同期比２８．４％増）となり、四半期純利益につきましては、２億３百万円（前年

同期比２４．５％増）となりました。

 

　(2)資産、負債及び純資産の状況

 当第３四半期会計期間末における総資産の額は、61億９千６百万円となり、前事業年度末と比べ１億８百万円

の増加となりました。流動資産は、30億９千万円となり、前事業年度末と比べ１億８百万円の増加となりまし

た。その主な要因は、受取手形及び売掛金が１千９百万円減少したものの、現金及び預金が１億２千７百万円、

商品及び製品をはじめとした棚卸資産が１千万円増加したことによります。固定資産は、31億５百万円となり、

前事業年度末と比べ微増となりました。その主な要因は、減価償却費９千９百万円を計上したものの、ＩＴ及び

事務用機器関連の取得及び笠間事業所内駐車場整備などにより９千２百万円増加したことによります。

　当第３四半期会計期間末における負債の額は、29億４千１百万円となり、前事業年度末と比べ７千３百万円の

減少となりました。その主な要因は、短期借入金が１億９千万円増加したものの、支払手形及び買掛金が１億７

千８百万円及び長期借入金が１億円減少したことによります。

　当第３四半期会計期間末における純資産の額は、32億５千４百万円となり、前事業年度末と比べ１億８千１百

万円の増加となりました。その主な要因は、配当金３千３百万円の支払いを行なった一方で、四半期純利益２億

３百万円を計上したことによります。
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　(3)キャッシュ・フローの状況

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、９億５千万円とな

り、前事業年度末と比べ１億２千７百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因

は次のとおりです。

 

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　営業活動による資金は、１億７百万円の増加（前年同期は１億４千２百万円の増加）となりました。その

主な増加要因は、仕入債務の減少１億７千９百万円、法人税等の支払額１億２千３百万円、たな卸資産の増

加３千３百万円などにより減少したものの、その一方で、税引前四半期純利益３億１千１百万円、減価償却

費９千９百万円、売上債権の減少１千９百万円などによります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　投資活動による資金は、１千１百万円の支出（前年同期は２千５百万円の支出）となりました。その主な

支出要因は、有形固定資産の取得６百万円及び無形固定資産の取得５百万円などによります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　 財務活動による資金は、３千万円の増加（前年同期は２千１百万円の増加）となりました。その主な増加

要因は、配当金の支払額３千３百万円などの支出があったものの、金融機関より調達した短期借入金が９千

万円増加したことによります。

 

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

 当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(5)研究開発活動

 当第３四半期累計期間における研究開発活動の金額は１億６千７百万円であります。

 なお、当第３四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

(6)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

 

当第4四半期以降における我が国経済は、消費税率引き上げ延期等の対策が実施されましたが、欧州や新興

国経済の財政懸念問題の影響もあり、今後の景気回復につきましては、依然、不透明な状況にあります。

    当社の経営成績に重要な影響を与える要因といたしましては、隔年ごとに実施される薬価改定をはじめと

した国の医療費抑制政策や医療機関の経営合理化に伴う医療費引き下げなどによる収益の変動が考えられま

す。

    また、その他の分野におけるロイヤリティ収入及び免疫関連における主要な原料につきましては、為替相

場の推移によって収益予想が大きく変動する可能性があります。

    営業活動面におきましては、生化学分野と輸血検査分野では機器と試薬を組み合わせたシステム販売によ

り積極的な展開を行ってまいります。

    また、研究開発活動面におきましては、遺伝子増幅技術の一つであるＮＡＳＢＡ法と従来のイムノクロマ

ト法の応用である核酸クロマト法を組み合わせたオリジナル技術を利用し、感染症関連分野、食中毒菌分野

での充実を図ります。これら新規の検査試薬の上市を推し進め、医療業界への貢献と医療サービス面におけ

る充実と向上を目標としてまいります。

    企業を取り巻く環境としては、ＱＭＳ（国内品質基準）、内部統制、ＩＦＲＳ（国際財務報告基準）な

ど、各基準への対応が不可欠なものとなっております。なお、当社におきましては、ＱＳＲ（米国品質シス

テム規制）準拠で対応しております。

　　 今後も、開発を含めた総合的な投資効率を高めつつ、平成26年11月25日に施行された「医薬品、医療機器

等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」をはじめとした各種法規の遵守と製品の品質と安全性

確保のための体制強化に努め、収益力の安定と拡大を目標に市場の動向や顧客ニーズを的確に捉えた事業展

開を行ってまいります。

    高齢化社会を迎え、医療・医薬品業界に対する社会の期待は、ますます高まるものと考えられますが、当

社は、バイオ技術を駆使した臨床検査薬の研究開発により社会に貢献することを基本方針に経営に取り組ん

でまいります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 16,000,000

計 16,000,000
 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数（株）
(平成26年12月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成27年２月３日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,558,860 4,558,860

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

 

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式であ

り、単元株式数

は1,000株であ

ります。

計 4,558,860 4,558,860 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額

（千円）

資本準備金残
高（千円）

 

平成26年10月１日～

平成26年12月31日

 

－ 4,558,860 － 831,413 － 928,733

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式)

普通株式  108,000
－ 単元株式数1,000株

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,445,000 4,445 同上

単元未満株式 普通株式    5,860 － －

発行済株式総数 4,558,860 － －

総株主の議決権 － 4,445 －

　（注）１.「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,000株（議決権の数1個）が含まれ

ております。

２.「単元未満株式」の欄には、自己株式の株式16株が含まれております。

②【自己株式等】

平成26年12月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

株式会社カイノス

東京都文京区本郷二丁目

38番18号
108,000 - 108,000 2.36

計 － 108,000 - 108,000 2.36

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期財務諸表等規則第４条の２第３項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成26年10月１日から平成

26年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る四半期財務

諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

 当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,163,079 1,290,516

受取手形及び売掛金 1,318,590 ※２ 1,298,789

商品及び製品 205,267 213,759

仕掛品 41,614 70,673

原材料及び貯蔵品 161,394 134,537

その他 95,460 85,250

貸倒引当金 △2,900 △2,900

流動資産合計 2,982,507 3,090,627

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 750,566 719,618

土地 1,851,453 1,851,453

その他（純額） 148,440 181,246

有形固定資産合計 2,750,460 2,752,317

無形固定資産 47,436 34,559

投資その他の資産 307,652 318,714

固定資産合計 3,105,549 3,105,591

資産合計 6,088,056 6,196,219

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,038,382 859,889

短期借入金 960,000 1,150,000

未払法人税等 73,254 51,087

賞与引当金 100,538 113,223

その他 350,956 366,717

流動負債合計 2,523,132 2,540,917

固定負債   

長期借入金 400,000 300,000

その他 91,645 100,719

固定負債合計 491,645 400,719

負債合計 3,014,777 2,941,637

純資産の部   

株主資本   

資本金 831,413 831,413

資本剰余金 928,733 928,733

利益剰余金 1,381,269 1,550,900

自己株式 △90,510 △90,708

株主資本合計 3,050,905 3,220,339

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22,373 34,242

評価・換算差額等合計 22,373 34,242

純資産合計 3,073,279 3,254,581

負債純資産合計 6,088,056 6,196,219
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

売上高 4,295,546 4,167,563

売上原価 2,842,205 2,624,354

売上総利益 1,453,341 1,543,208

販売費及び一般管理費 1,199,393 1,229,126

営業利益 253,947 314,082

営業外収益   

受取利息及び配当金 6,025 6,344

為替差益 － 9,867

その他 10,655 3,668

営業外収益合計 16,680 19,881

営業外費用   

支払利息 13,743 11,256

手形売却損 799 778

為替差損 4,533 －

その他 2,532 2,206

営業外費用合計 21,608 14,241

経常利益 249,018 319,722

特別損失   

固定資産除却損 1,035 7,773

特別損失合計 1,035 7,773

税引前四半期純利益 247,983 311,948

法人税、住民税及び事業税 62,556 103,333

法人税等調整額 22,300 5,600

法人税等合計 84,856 108,933

四半期純利益 163,126 203,014
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第３四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 247,983 311,948

減価償却費 101,618 99,019

売上債権の増減額（△は増加） △17,183 19,800

たな卸資産の増減額（△は増加） 76,898 △33,441

仕入債務の増減額（△は減少） △122,168 △179,251

その他 △8,688 19,627

小計 278,460 237,704

利息及び配当金の受取額 6,596 5,733

利息の支払額 △13,175 △12,147

法人税等の支払額 △129,537 △123,575

営業活動によるキャッシュ・フロー 142,343 107,714

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △23,290 △6,948

無形固定資産の取得による支出 △900 △5,163

定期預金の預入による支出 △100,000 -

定期預金の払戻による収入 100,000 -

その他 △867 1,036

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,058 △11,076

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 90,000 90,000

長期借入れによる収入 100,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △112,500 △200,000

配当金の支払額 △33,522 △33,559

その他 △22,082 △25,661

財務活動によるキャッシュ・フロー 21,895 30,779

現金及び現金同等物に係る換算差額 12 19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 139,192 127,436

現金及び現金同等物の期首残高 655,530 823,079

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 794,723 ※ 950,516
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【注記事項】

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　該当事項はありません。

 

（四半期貸借対照表関係）

１．受取手形割引高

 
前事業年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期会計期間
（平成26年12月31日）

受取手形割引高 160,475千円 194,394千円

 

　　　※２．四半期会計期間末日満期手形

四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満

期日に決済が行なわれたものとして処理しております。当四半期会計期間末日満期手形の金額は、次のとお

りであります。

 
前事業年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期会計期間
（平成26年12月31日）

受取手形 －千円 77,552千円

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期会計期間末と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第３四半期累計期間

（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日）

現金及び預金 1,134,723千円 1,290,516千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △340,000 △340,000

現金及び現金同等物 794,723 950,516

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月20日

定時株主総会
普通株式 33,386 7.5 平成25年３月31日 平成25年６月21日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月19日

定時株主総会
普通株式 33,383 7.5 平成26年３月31日 平成26年６月20日 利益剰余金

 

 

EDINET提出書類

株式会社カイノス(E00977)

四半期報告書

12/15



（金融商品関係）

 四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき注記を省略しております。

 

（有価証券関係）

 四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき注記を省略しております。

 

（デリバティブ取引関係）

 四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき注記を省略しております。

 

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

 当社は、臨床検査薬の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

 １株当たり四半期純利益金額 36円65銭 45円61銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 163,126 203,014

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 163,126 203,014

普通株式の期中平均株式数（株） 4,451,363 4,451,072

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年２月３日

株式会社カイノス

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 狩野　茂行　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 北本佳永子　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社カイノ

スの平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第40期事業年度の第３四半期会計期間（平成26年10月１日から平成26

年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社カイノスの平成26年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する第３四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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